
お し ら せ
　

４
月
１
日
か
ら
、
高
額
な
外
来
受
診

の
際
に
、
限
度
額
適
用
認
定
証
や
被
保

険
者
証
な
ど
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
ひ

と
月
の
医
療
機
関
な
ど
で
の
窓
口
払
い

が
、
一
定
の
金
額
で
お
さ
ま
る
制
度
が

始
ま
り
ま
す
。

　

事
前
に
限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
が

必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
加
入
の
医

療
保
険
者
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、

担
当
窓
口
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
複
数
の
医
療
機
関
を
受
診
し

た
場
合
や
、
限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど

を
提
示
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
こ
れ
ま

で
ど
お
り
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た

分
を
、
高
額
療
養
費
と
し
て
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
申
請
窓
口
・
問
い
合
わ
せ
先
】

保
険
環
境
課
国
保
係
・
高
齢
者
医
療
係

　
　
　
　

☎
㉔
１
７
１
３
（
直
通
）

長
浜
支
所
☎
�
１
１
１
３
（
直
通
）

肱
川
支
所
☎
㉞
２
３
３
１
（
直
通
）

河
辺
支
所
☎
㊴
２
１
１
３
（
直
通
）

　

高
額
な
外
来
診
療
を
受
け

る
皆
様
へ

【外来診療における1か月の自己負担限度額（自己負担限度額は、世帯の所得区分に応じて決まります。）】
国民健康保険７0歳以上および後期高齢者医療制度の人

所得区分 自己負担割合 外来の自己負担限度額 外来の自己負担限度額適用を受けるには

現役並み所得者 3　割 44,400円 これまでどおり、被保険者証などを病院の窓口で提
示してください。一　　般 1　割 12,000円

低所得Ⅱ
1　割 8,000円 被保険者証などと「限度額適用・標準負担額減額認

定証」（※１）を病院の窓口で提示してください。低所得Ⅰ

国民健康保険７0歳未満の人（自己負担割合 3 割）

所得区分 外来の自己負担限度額
（ 3回目までの限度額） 4回目以降の限度額 外来の自己負担限度額適用を受けるには

上位所得者 150,000円+
（医療費－500,000円） ×１% 83,400円

被保険者証と「限度額適用認定証」（※２）

を病院の窓口で提示してください。
一　　般 80,100円+

（医療費－267,000円） ×１% 44,400円

住　民　税
非課税世帯 35,400円 24,600円

被保険者証と「限度額適用・標準負担
額減額認定証」（※１）を病院の窓口で提
示してください。

　

大
洲
市
で
は
平
成
23
年
度
か
ら
、
介

護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
65
歳
以
上
の

人
に
「
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
の
送

付
・
回
収
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
と
は
、

高
齢
者
の
介
護
予
防
の
観
点
か
ら
考
え

ら
れ
た
25
項
目
の
簡
単
な
質
問
票
で
、

生
活
機
能
（
運
動
・
栄
養
・
口
腔
・
閉

じ
こ
も
り
・
物
忘
れ
・
う
つ
な
ど
）
に

つ
い
て
、
現
在
の
状
態
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
機
能
低
下
の
見
ら
れ
た
場

合
は
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
予

防
教
室
な
ど
）
を
ご
案
内
し
ま
す
。

　

平
成
24
年
度
は
、
４
月
に
肱
南
・
久

米
・
平
野
地
区
、
７
月
に
肱
川
・
河
辺

地
区
、
10
月
に
長
浜
地
区
（
た
だ
し
、

平
成
23
年
度
に
実
施
し
た
地
区
を
除

く
。）
に
、
順
次
「
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
」
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
返
信
用
の
封
筒
に
入

れ
て
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
齢
福
祉
課
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
１
７
６
）

　
介
護
予
防
の
た
め
の

「
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」

を
郵
送
し
ま
す

 

65
歳
以
上
の
み
な
さ
ん
へ

※ 1「限度額適用・標準負担額減額認定証」…住民税非課税世帯の人を対象に、申請により交付される証
※ 2「限度額適用認定証」………………………70歳未満の人を対象に、申請により交付される証
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Information

自宅やオフィスの
パソコンから、
イータックス。

e-Taxホームページアドレス
http://www.e-tax.nta.go.jp

　

確
定
申
告
が
間
違
っ
て
い
た
場
合
に

は
、適
切
な
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
税
額
を
多
く
申
告
し
て
い
た
場
合

　
「
更
正
の
請
求
」
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。（
平
成
23
年
分
の
更
正
の
請

求
期
間
は
、
法
定
申
告
期
限
か
ら
５
年

以
内
）

②
税
額
を
少
な
く
申
告
し
て
い
た
場
合

　

自
主
的
に
「
修
正
申
告
」
を
行
い
、

正
し
い
税
額
に
修
正
し
て
く
だ
さ
い
。

※
修
正
申
告
書
を
提
出
す
る
と
、
本
税

以
外
に
延
滞
税
が
か
か
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

③
申
告
し
忘
れ
て
い
た
場
合

　

で
き
る
だ
け
早
く
、
自
主
的
に
「
期

限
後
申
告
」
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
期
限
後
申
告
を
す
る
と
、
本
税
以
外

に
加
算
税
お
よ
び
延
滞
税
が
か
か
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

大
洲
税
務
署
☎
㉔
３
１
１
５

　
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
戦

傷
病
者
手
帳
ま
た
は
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
の
交
付
（
手
帳
の
交
付
日

が
、
平
成
24
年
４
月
１
日
以
前
）
を
受

け
て
い
る
人
が
軽
自
動
車
を
所
有
し
て

い
る
場
合
、
一
定
の
条
件
の
下
で
、
軽

自
動
車
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

※
対
象
者
は
、
障
が
い
の
区
分
や
等
級

で
異
な
り
ま
す
。

【
対
象
車
両
】

① 

障
が
い
者
（
身
体
・
知
的
・
精
神
）、

戦
傷
病
者
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

② 

知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が
い
者
、

18
歳
未
満
の
身
体
障
が
い
者
の
場

合
、
生
計
を
共
に
す
る
人
が
所
有
す

る
軽
自
動
車

③ 

車
い
す
の
昇
降
装
置
や
固
定
装
置
な

ど
を
備
え
た
、
構
造
上
専
ら
障
が
い

者
が
利
用
す
る
と
認
め
ら
れ
る
軽
自

動
車

※
減
免
可
能
な
台
数
は
、
普
通
車
、
バ

イ
ク
な
ど
を
含
め
て
対
象
者
１
人
に
つ

き
１
台
の
み
で
す
。

　
軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

申請書 運　転
免許証 印　鑑 障害者手帳

など(原本) 車検証 健康保険証または
生計同一証明書

障がいを持っている
本人が運転

簡　易 ○ － － － － －

一　般 ○ ○ ○ ○ ○ －
生計同一者・介護者
が運転 ○ ○ ○ ○ ○ ○

車両構造による減免
の場合 ○ ○ ○ － ○ －

※ 障がい者本人が運転し、前年度に引き続いて減免を受ける場合は、障がいの程度や減免車両などに変
更がない人に限り、郵送での申請が可能です。（簡易手続き）

※印鑑は、認め印で可。（ただし、朱肉使用のものに限る。）

【
受
付
期
間
】

４
月
２
日
㈪
～
16
日
㈪

【
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ
先
】

税
務
課
収
納
係

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
１
２
５
）

長
浜
支
所
地
域
振
興
課

☎
�
１
１
１
１
（
内
線
15
・
16
）

肱
川
支
所
地
域
振
興
課

☎
㉞
２
３
１
１

（
内
線
１
１
１
・
２
１
２
）

河
辺
支
所
地
域
振
興
課

☎
㊴
２
１
１
１
（
内
線
１
１
４
）

～
口
座
振
替
を

ご
利
用
の
み
な
さ
ん
へ
～

　

継
続
検
査
（
車
検
）
用
納
税
証
明
書

を
早
く
お
出
し
す
る
た
め
、
軽
自
動
車

税
の
口
座
振
替
日
が
早
く
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
口
座
振
替
日
】

５
月
25
日
㈮

平
成
２4
年
度
軽
自
動
車
税
の

口
座
振
替
日
の
お
知
ら
せ
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お し ら せ
【
狂
犬
病
予
防
注
射
】

　

狂
犬
病
予
防
注
射
は
、
年
１

回
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
済
ま
せ

て
く
だ
さ
い
。

【
畜
犬
登
録
】

　

首
輪
に
つ
け
る
犬
鑑
札
は
、

飼
い
主
と
犬
と
の
き
ず
な
の
証

し
で
す
。
必
ず
畜
犬
登
録
を
し

ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
平
成
７
年
度
以
降
に

登
録
を
済
ま
せ
た
犬
は
、
再
登

録
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
料
金
（
一
頭
に
つ
き
）】

・
予
防
注
射　

２
８
５
０
円

・
登
録
料　
　

３
０
０
０
円

　

日
程
表
の
期
間
中
に
注
射
や

登
録
が
で
き
な
い
場
合
は
、
指

定
動
物
病
院
へ
連
れ
て
行
く
か
、

往
診
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

　
（
病
院
で
の
注
射
料
金
は
異
な

り
ま
す
。）

【
市
内
の
指
定
動
物
病
院
】

く
ぼ
た
動
物
病
院
（
新
谷
）

☎
㉕
３
２
２
３

岡
ど
う
ぶ
つ
病
院
（
中
村
）

☎
㉓
１
５
１
１

ふ
じ
さ
わ
動
物
病
院
（
東
大
洲
）

☎
㉓
２
３
３
１

西
大
洲
動
物
病
院
（
西
大
洲
）

☎
㉓
３
３
０
３

上
一
動
物
病
院
（
白
滝
）

☎
�
０
１
５
８

月　日 場　　　　所 時　　間

４
月
12
日
㈭

柳 沢 桐 の 目 バ ス 停 ９ :00　～　 ９ :20
居 場 集 会 所 ９ :30　～　 ９ :45
田 処 商 店(旧JA愛 媛 た い き 田 処 店) 10:00　～　10:20
柳 沢 連 絡 所 10:30　～　11:10
新 谷 第 ４ 部 消 防 詰 所 横 11:20　～　11:55
徳 森 児 童 セ ン タ ー 13:10　～　13:50
菅 田 朝 日 集 会 所 14:00　～　14:40
新 谷 中 組 お 庵 14:50　～　15:20
新 谷 連 絡 所 15:30　～　16:30

４
月
13
日
㈮

明日香集会所（ゲートボール場） ９ :00　～　 ９ :30
大 根 鳳 林 寺 ９ :40　～　10:05
平 野 公 民 館 平 地 上 分 館 10:25　～　10:55
平 野 連 絡 所 11:10　～　11:50
長 谷 本 谷 集 会 所 13:20　～　13:30
梅 川 集 会 所 下 道 路 広 場 13:45　～　14:00
野 佐 来 集 会 所 下 道 路 広 場 14:20　～　14:40
南 久 米 連 絡 所 15:00　～　15:50

４
月
16
日
㈪

峠 集 会 所 ９ :00　～　 ９ :30
石 仏 集 会 所 ９ :50　～　10:20
三 善 連 絡 所 10:40　～　11:40
手 成 本 村 集 会 所 13:30　～　13:40
中 場 集 会 所 14:00　～　14:30
八 多 喜 連 絡 所 14:40　～　15:40

４
月
17
日
㈫

肱 北 公 民 館 田 口 分 館 ９ :00　～　 ９ :50
市 木 集 会 所 10:00　～　10:40
小 鳥 越 集 会 所 10:50　～　11:15
中 山 東 集 会 所 11:25　～　11:50
小 倉 集 会 所 13:15　～　13:30
父 集 会 所 13:40　～　14:20
裾 野 集 会 所(大 竹 分 校 跡) 14:25　～　14:40
宇 津 集 会 所 15:00　～　15:20
菅 田 連 絡 所 15:30　～　16:20

大洲地区

月　日 場　　　　所 時　　間

５
月
11
日
㈮

上 大 成（ 集 会 所 上 三 叉 路 ） 8 :40　～　 8 :50 
中 大 成 集 会 所 下 8 :55　～　 ９ :05 
植 松（ 藤 原 氏 宅 付 近 ） ９ :10　～　 ９ :20 
植松中津線・松の久保分岐（市道） ９ :25　～　 ９ :35 
出 合（ 郵 便 局 付 近 ） ９ :40　～　 ９ :50 
古 宮（ 森 氏 宅 付 近 ） ９ :55　～　10:05 
三 久 保 集 会 所 10:10　～　10:20 
宮 谷 集 会 所 10:30　～　10:40 
日 除 集 会 所 10:50　～　11:00 
川 上（ 三 杯 谷 の 滝 付 近 ） 11:05　～　11:15 
山 王（ 集 会 所 付 近 ） 11:20　～　11:30 
川 崎（ 岩 井 氏 宅 付 近 ） 11:35　～　11:45 
ふ る さ と の 宿 付 近 13:00　～　13:10 
竹 の 瀬（ 三 嶋 建 設 付 近 ） 13:15　～　13:25 
神 納（ 山 岡 氏 宅 付 近 ） 13:30　～　13:40 
一 の 瀬（ 佐 伯 氏 宅 付 近 ） 13:45　～　13:55 
用 の 山（ 山 田 氏 宅 付 近 ） 14:00　～　14:10 
寺 藪（ 河 都 大 橋 付 近 ） 14:25　～　14:35 

河辺地区

月　日 場　　　　所 時　　間

４
月
23
日
㈪

大 川 第 ５ 部 消 防 詰 所 横 ９ :00　～　 ９ :15
JA愛 媛 た い き 蔵 川 支 所 裏 ９ :25　～　 ９ :40
大 川 橋 （ 森 山 側 ） 10:00　～　10:15
大 川 連 絡 所 付 近(大 成 保 育 所 横) 10:20　～　10:50
高 山 西 集 会 所 11:30　～　11:45
久 米 公 民 館 13:10　～　13:50
只 越 わ か ば 台 団 地 集 会 所 14:00　～　14:30
柚 木 観 光 駐 車 場 14:45　～　15:10
大 洲 市 民 会 館 15:20　～　16:20

４
月
24
日
㈫

打 越 集 会 所 ９ :10　～　 ９ :25
初 尾 集 会 所 ９ :45　～　10:00
上 須 戒 連 絡 所 10:10　～　11:00
八 多 浪 集 会 所 11:25　～　11:55
肱 北 公 民 館 五 郎 分 館 13:10　～　13:40
大 洲 市 総 合 体 育 館 13:50　～　14:40
肱 北 公 民 館 14:50　～　16:00

狂犬病予防注射と畜犬登録の実施日程

　
狂
犬
病
予
防
注
射
と

　
　
　
　
　
畜
犬
登
録
を
忘
れ
ず
に

　

生
後
91
日
以
上
の
犬
の
飼
い
主
は
、
最
寄
り
の
場
所
で
注

射
や
登
録
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

（
で
き
る
だ
け
自
分
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Information

狂犬病予防注射・畜犬登録申込用紙

・ 料金（１頭につき）予防注射2,850円　畜犬登録3,000円
  （申込用紙と料金は会場でお渡しください。登録には飼い主の印鑑が必要です。）
・ 畜犬登録済の場合、確認のため犬鑑札を首輪に付けて来てください。
お願い　 ①犬を自由に扱える人が連れて来てください。②引き綱は丈夫なものを使用し、首輪の点検をしておいてく

ださい。③注射・登録場所での犬のフンは、飼い主が責任をもって始末してください。 ④犬の体調が悪い場
合は、当日獣医師に申し出てください。

月　日 場　　　　所 時　　間

４
月
19
日
㈭

白 滝 公 民 館 柴 分 館 ９ :00　～　 ９ :30 
白 滝 公 民 館 ９ :40　～　10:10 
加 屋 集 会 所 前 10:20　～　10:50 
戒 川 小 学 校 11:10　～　11:30 
出 石 駅 前 13:00　～　13:30 
大 和 公 民 館 13:40　～　14:10 
正 面 橋 14:20　～　14:30 
相 生 橋 14:40　～　14:50 
曲 渕 バ ス 停 15:00　～　15:10 
元 朝 日 バ ス 停 15:20　～　15:40 
豊 茂 公 民 館 15:50　～　16:20 

４
月
20
日
㈮

黒 田 み か ん 集 荷 場 ９ :00　～　 ９ :15 
JA愛 媛 た い き 長 浜 給 油 所 裏 ９ :30　～　 ９ :45 
旧 喜 多 灘 小 学 校 10:00　～　10:30 
今 坊 友 愛 館 10:40　～　11:00 
池 内 石 油 店 前 11:10　～　11:40 
出 海 公 民 館 13:10　～　13:40 
櫛 生 福 祉 セ ン タ ー 13:50　～　14:20 
須 沢 バ ス 停 14:30　～　14:50 
沖 浦 公 民 館 15:00　～　15:25 
長 浜 体 育 館 15:30　～　16:20 

５
月
14
日
㈪

白 滝 公 民 館 ９ :00　～　 ９ :40 
大 和 公 民 館 ９ :50　～　10:30 
豊 茂 公 民 館 10:45　～　11:20 
出 海 公 民 館 12:50　～　13:20 
櫛 生 福 祉 セ ン タ ー 13:30　～　14:00 
今 坊 友 愛 館 14:20　～　14:50 
長 浜 体 育 館 15:00　～　16:00 

長浜地区

月　日 場　　　　所 時　　間

５
月
８
日
㈫

中 津 集 会 所 ９ :00　～　 ９ :10 
予 子 林 自 治 セ ン タ ー ９ :40　～　10:00 
郷 集 会 所 10:05　～　10:15 
八 重 栗 集 会 所 10:45　～　10:55 
旧JA愛媛たいき宇和川事業所倉庫前 11:00　～　11:20 
道 野 尾（ 北 川 敬 恒 氏 宅 前 ） 11:35　～　11:55 
共 栄 集 会 所 13:10　～　13:15 
瓜 畦（ 富 永 加 朗 氏 宅 前 ） 13:30　～　13:40 
瓜 畦（ 団 地 ゴ ミ 収 集 場 ） 13:45　～　14:00 
協 生 集 会 所 14:05　～　14:15 
中 居 谷 集 会 所 14:30　～　14:40 
嘉 城 集 会 所 14:55　～　15:05 
羽 座 谷 集 会 所 15:20　～　15:25 

５
月
９
日
㈬

小 藪 集 会 所 8 :40　～　 8 :50 
師 走 野 集 会 所 ９ :00　～　 ９ :10 
旧 J R 白 石 車 庫 前 ９ :25　～　 ９ :35 
広 常 集 会 所 ９ :45　～　10:00 
大 平 集 会 所 10:15　～　10:35 
森 集 会 所 10:45　～　10:55 
硯 （ 湖 仙 荘 横 ） 11:05　～　11:10 
久 下（ 久 下 登 り 口 ） 11:15　～　11:20 
下 鹿 野 川 河 原 11:30　～　11:50 
京 造（ 冨 永 勲 氏 宅 付 近 ） 13:10　～　13:15 
月 野 尾 集 会 所 13:25　～　13:35 
見 の 越 集 会 所 手 前 広 場 13:45　～　13:50 
か わ か み 荘(正 面 前 の 駐 車 場) 14:05　～　14:15 
下 嵯 峨 谷 集 会 所 14:35　～　14:45 
岩 谷 自 治 セ ン タ ー 15:00　～　15:15 
下 敷 水 バ ス 停 15:25　～　15:30 

５
月
10
日
㈭

大 谷 自 治 セ ン タ ー 8 :45　～　 ９ :00 
予 子 林 自 治 セ ン タ ー ９ :20　～　 ９ :35 
岩 谷 自 治 セ ン タ ー 10:05　～　10:20 
旧JA愛 媛 た い き 宇 和 川 事 業 所 倉 庫 前 10:50　～　11:05 
下 鹿 野 川 河 原 11:20　～　11:40 

肱川地区

住所・電話番号 飼い主の氏名 畜犬登録 犬の種類 毛色 性別 大きさ 犬の名前 犬の生年月日
大洲市

（　　　　　　　　　区）
電話
　　　　－

有・無 オス
メス

大型
中型
小型

年　月　日

有・無 オス
メス

大型
中型
小型

年　月　日

キ　リ　ト　リ　線

【問い合わせ先】
　保険環境課生活衛生係☎24－2111（内線158・15９）
　長浜支所地域振興課　☎52－1113（直通）
　肱川支所地域振興課　☎34－2331（直通）
　河辺支所地域振興課　☎3９－2113（直通）
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